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(57)【要約】
　使い捨ての内視鏡清掃装置および方法であって、該装
置は、細長部材（好ましくは、モノフィラメント）およ
び該部材と一体的に成形された弾性変形可能なエラスト
マー材料から形成されたワイパー（または、複数のワイ
パー）を含んでいる。細長部材は、略ディスク形のワイ
パーを内腔軸方向に沿って軸方向に駆動し、その際、ワ
イパーは、軸方向に隣接したところから内腔の壁に隣接
したところまで内腔の半径方向の平面内に配向されたま
まである。変形前のワイパーは、前記内腔の内径より大
きい直径を有しているが、弾性変形可能であり、好まし
くは、半径方向で剛性が一様でなく、内腔の壁において
、または、その近くで、トレーリング方向に曲がり、ワ
イパーの周辺マージンは、３６０度の円弧に亘って伸張
しているバンドにおいて壁に接触する。該装置は、内視
鏡内の異なる直径の複数の内腔を清掃することを可能に
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の内腔を清掃するための、かつ、使用後の処分が意図された装置であって、該内
腔は、第一の内径を有しており、前記装置は、細長部材、該部材と一体的に成形された弾
性的に変形可能なエラストマー材料から形成されたワイパーを含み、該細長部材は、該ワ
イパーを内腔軸方向に駆動する際に使用されるようにされており、その際、該ワイパーは
、軸方向に隣接したところから該内腔の壁に隣接したところまで略内腔半径方向平面内に
配向されたままであり、該内腔内での変形の前の該ワイパーは、前記内腔の内径より大き
い直径寸法を有しており、該内腔内で使用の際の該ワイパーは、該内腔の壁において、ま
たは、その近くでトレーリング方向に曲がるよう弾性的に変形可能であり、該ワイパーの
周辺マージンは、３６０度の円弧に亘って伸張しているバンドにおいて該壁に接触する装
置。
【請求項２】
　該細長部材は、モノフィラメントであり、内視鏡の内腔に挿入され、かつ、該内腔を貫
通して、プルスルーとして機能し、かつ、該内腔の軸方向に該ワイパーを引くこと、およ
び（または）押すことができる、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　互いに他から軸方向に離間している複数のワイパーが有る、請求項１または２記載の装
置。
【請求項４】
　該ワイパー（単数または複数）は、略ディスク様の形状のものであり、かつ、モノフィ
ラメントと、一端部において、または、その近くにおいて一体的に成形され、かつ、該モ
ノフィラメントが該ディスクの中心を通過している、請求項１～３のうちのいずれか一項
に記載の装置。
【請求項５】
　該ワイパーは、該内腔の壁に隣接した半径方向に外側の部分より、該内腔の軸に隣接し
た半径方向に内側の部分の方が、剛性がより高い、請求項１～４のうちのいずれか一項に
記載の装置。
【請求項６】
　該ワイパー（単数または複数）は、半径方向において、剛性が一様ではない、請求項１
～５のうちのいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　該ワイパー（単数または複数）は、モノフィラメントに隣接したところから外周に向け
て、軸方向の厚さをテーパとして減らすことによって、半径方向において、剛性が一様で
はない、請求項６記載の装置。
【請求項８】
　該内腔内での変形の前の該ワイパーのリーディング面は、ごく僅かに円錐形または円錐
台形（ｆｒｕｓｔｒｏｃｏｎｉｃａｌ）である、請求項７記載の装置。
【請求項９】
　テーパによる厚さの減少は、該モノフィラメントが、該内腔を通して引かれる時、該ワ
イパーの外側のマージンが、該内腔の壁において、または、それに隣接したところにおい
て、トレーリング方向に曲がることを容易にし、かつ、異なる直径の内腔における該装置
の使用を容易にする、請求項７または８記載の装置。
【請求項１０】
　テーパによる厚さの減少は、該内腔の内径の大部分に亘って、移動の方向に略垂直な該
ワイパーのリーディング面を維持する、請求項９記載の装置。
【請求項１１】
　第一の内径を有する内視鏡の第一の内腔と、第二の内径を有する内視鏡の第二の内腔と
の両方を清掃するための装置において、該第一の内径は、該第二の内径と異なり、前記装
置は、細長部材、該部材と一体的に成形された弾性的に変形可能なエラストマー材料から
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形成されたワイパーを含み、該細長部材は、該ワイパーを該第一の内腔の内腔軸方向に駆
動する際に使用されるようにされており、その際、該ワイパーは、軸方向に隣接したとこ
ろから該内腔の壁に隣接したところまで略第一の内腔半径方向平面内に配向されたままで
あり、該内腔内での変形の前の該ワイパーは、前記第一の内径より大きい直径寸法を有し
ており、それにより、該内腔内で使用の際の該ワイパーは、該第一の内腔の壁において、
または、その近くでトレーリング方向に曲がるよう弾性的に変形可能であり、該ワイパー
の周辺マージンは、３６０度の円弧に亘って、該第一の内腔の壁のバンドに接触し、該細
長部材はさらに、該ワイパーを該第二の内腔の内腔軸方向に駆動する際に使用されるよう
にされており、その際、該ワイパーは、軸方向に隣接したところから該内腔の壁に隣接し
たところまで略第二の内腔半径方向平面内に配向されたままであり、該内腔内での変形の
前の該ワイパーは、前記第二の内径より大きい直径寸法を有しており、それにより、該内
腔内で使用の際の該ワイパーは、該第二の内腔の壁において、または、その近くでトレー
リング方向に曲がるよう弾性的に変形可能であり、該ワイパーの周辺マージンは、３６０
度の円弧に亘って、該第二の内腔の壁のバンドに接触する装置。
【請求項１２】
　該ワイパーは、該第一の内腔の壁に隣接した半径方向に外側の部分より、該第一の内腔
の軸に隣接した半径方向に内側の部分の方が、剛性がより高い、請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　該ワイパーの半径方向の寸法における剛性の変化は、該ワイパーの直径と該ワイパー材
料の軟性との組合せで選択され、最大が最小より５０％まで大きい内腔の孔の範囲が、清
掃可能である、請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　該ワイパーは、熱可塑性エラストマーで作られている、請求項１３記載の装置。
【請求項１５】
　内視鏡の内腔を清掃するためのシングル・ユース装置であって、前記装置は、細長部材
、該部材と一体の複数のワイパーを有する単一成形体を含み、該細長部材は、該ワイパー
を内腔軸方向に駆動するようにされており、その際、該ワイパーは、リーディング面が略
内腔半径方向に伸張している状態で、配向されたままであり、該ワイパーは、軸方向に離
間しており、かつ、弾性的に変形可能なエラストマー材料で作られており、かつ、該内腔
の壁において、または、その近くでトレーリング方向に曲がるよう弾性的に変形可能であ
り、リーディング・ワイパーの周辺マージンは、３６０度の円弧に亘って伸張しているバ
ンドにおいて該壁に接触し、該ワイパーは、該内腔の壁に隣接したところより該細長部材
により近いところで剛性がより高く、該エラストマー材料は、該内腔の壁に隣接したとこ
ろで十分に軟性が有り、予め決められた量の細片が、該ワイパーのリーディング・エッジ
に対して溜まっていると、該エッジは、十分に変形して、細片が、該壁とワイパー（ブレ
ード）との間を通過して、下流のワイパーによって掃引されるシングル・ユース装置。
【請求項１６】
　５～９個の円形ブレードが有る、請求項１５記載の装置。
【請求項１７】
　該軟性軸の一端部に、または、その近くに６～８個のブレードが配置されている、請求
項１６記載の装置。
【請求項１８】
　該円形ブレードから離れた該軸の端部において、または、その近くに、掴みを容易にす
るための、半径方向の直径が最も狭い内腔より小さなループ、球または同様の装置を含む
、請求項１５～１７のうちのいずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　軟性内視鏡の生検チャネル内腔および吸引チャネル内腔の両方を清掃するのに、かつ、
使用後の処分に適した装置であって、前記装置は、少なくとも一つのワイパー、該ワイパ
ーを、使用の際には内腔軸方向と対応するフィラメント軸方向に引きまたは押すようにさ
れたモノフィラメントを含み、該ワイパーは、該部材と一体的に成形され、かつ、弾性的
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に変形可能な熱可塑性エラストマーで作られており、使用前の該ワイパーは、該モノフィ
ラメント上でセンタリングされたディスク様の形態であり、かつ、前記内腔のうちのいず
れかの内径より大きな直径寸法を有しており、該ワイパーは、該ワイパーの周囲に隣接し
た半径方向に外側の部分よりも、該モノフィラメントに隣接した半径方向に内側の部分が
、軸方向により厚く、それにより、使用の際、内腔へ引かれる時の該ワイパーは、弾性的
に変形して、該内腔の壁において、または、その近くで、トレーリング方向に曲がり、か
つ、３６０度の円弧に亘って伸張しているバンドにおいて該壁に接触する装置。
【請求項２０】
　内視鏡を清掃する方法において、（１）請求項１～１９のうちのいずれか一項による装
置の軟性軸を内視鏡の吸引ポートに貫通させる工程と、（２）該軟性軸の遠位端部を掴み
、かつ、それを、近位端部が吸引弁から出現するまで引く工程と、（３）前記軸を前記内
視鏡の生検チャネルに貫通させる工程と、（４）該軟性軸の遠位端部を掴み、かつ、それ
を、近位端部が生検チャネルの他端部から出現するまで引く工程と、を含む方法。
【請求項２１】
　内視鏡の内腔をその必要に応じて清掃する方法であって、該内腔は、内腔の直径を有し
、該方法は、細長軸および前記軸に取り付けられた少なくとも一つの横行ディスク部材を
含む装置を前記内腔に貫通させる工程を含み、該横行ディスク部材は、該内腔の直径より
大きな横行ディスク部材直径を有し、前記横行ディスク部材は、弾性的にバイアスされて
おり、かつ、該内腔の３６０度の円弧に接触し、該装置を該内腔に貫通させることで、該
内腔の壁から存在する汚染物を実質的に除去する方法。
【請求項２２】
　該内腔は、断面が円形であり、該横行ディスク部材は、対応する断面が円形である、請
求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　該内腔および横行ディスク部材は、調和する（ｋｅｙｅｄ）構成である、請求項２２記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡を清掃する際に使用するための装置に関し、かつ、該装置を使用する
ための方法に関する。該装置および方法は、異なる直径の複数の内腔を有する軟性内視鏡
を清掃するのに特に有用であるが、そのような用途に限定されるものではない。
【背景技術】
【０００２】
　近年、軟性内視鏡によって行なわれる診断検査の種類が増え、新しい専門化された内視
鏡が、さまざまな診断およびインターベンショナル手順用に開発されつつある。
【０００３】
　これらの医療装置によって引き起こされる大きな感染管理問題についての理解が深まり
つつある。事実、軟性内視鏡は、医療器具を「再処理する」（すなわち、清掃し、かつ、
消毒する）際に生じる問題の最も極端な場合を代表している。これらの器具は、非常に大
型（長さ４メートル以上になることもある）であるばかりでなく、非常に複雑でもある。
それらは、通常、全く不透明かつ脆弱であり、ファイバー・オプティクス、レンズ、超小
型ビデオ・カメラなどを含む場合があり、また一般に、内部の負圧または正圧を制御する
複雑な空気および水弁に至る金属スピゴットに取り付けられた、１ｍｍ～５ｍｍの直径を
有する各種の長い中空の内腔を有している。
【０００４】
　このような装置を、先ずそれらを完全に清掃しないで、再現可能に消毒または滅菌する
ことは不可能である。これらの複雑な装置に対して使用される消毒プロセスの有効性を保
証するため、厳格な新しい国際的な規制基準が導入されたが、消毒ステップの前に行なわ
れるべき清掃ステップについては、いかなる規制的な対処も、今日まで行なわれてこなか
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った。
【０００５】
　これらの装置の生検および吸引チャネルを清掃することは、特に困難な問題を提起して
いる。例としてのみ述べるが、コロノスコープ（軟性内視鏡のうちの最も普通のものの一
つである）は、長さが２メートルを超える生検チャネルを有している。一例では、この生
検チャネルは、内径２.８ｍｍの軟性、プラスチック管である。このチャネルは、多数の
医療装置の任意の一つを、選択された粘膜部位に案内するのに使用される。例えば、胃腸
病学者が生検を取るべきであると判断した粘膜の部位まで、チャネルの全長に沿って、生
検鉗子を押して行く。所定の個所に達すると、鉗子は、病理学を実施するのに十分な試料
を粘膜壁から切断する。次いで、この試料を生検チャネルの長さに亘って引き戻して収集
する。この試料採取プロセスは、単一の診断手順の間に数回繰り返される場合がある。こ
のプロセスにより、生検チャネルの壁が生検および食品微粒子、血液、腸粘液、排泄物、
などで覆わることになる。他方、吸引チャネルは、約４ｍｍまでの内径を有し、また、吸
引チャネルに関する清掃および交差感染の感染問題は、生検チャネルの場合に比べて重要
ではないが、それらの問題は、消化管の内容物が、この内腔を通して吸引され得るので、
依然として非常に重要である。一例では、吸引チャネルは、直径が、生検チャネルに比べ
て４２％大きいが、他のメーカーの内視鏡では、内腔は、直径がさまざまであり、例えば
、より大きい直径は、より小さい直径より３０％～５０％大きい場合があり、より大きな
変化量に直面しないとする理由はない。
【０００６】
　内視鏡を適切に清掃するのに失敗すると、器具を後で使用する場合、一人の患者から他
の患者への交差感染となる場合がある。
【０００７】
　軟性内視鏡を清掃するガイドラインは、次の二つの主要なプロセス・ステップが必要で
あることを示している。すなわち、第一には、生検および吸引チャネルを、生検用内腔ブ
ラシで清掃しなければならないこと、第二には、内視鏡を清掃用溶液に浸漬してから水で
リンスし、乾燥し、かつ、消毒しなければならないことである。
【０００８】
　第二のステップでは、人間の液体分泌物を非常に迅速に、かつ、能率的に消化する高活
性の複合酵素洗剤クリーナを含む既知の清掃用組成を利用する。しかしながら、これらの
清掃溶液を使用しても、内腔から微粒子を除去する必要性はなくならない。これは、最も
普通には、内腔ブラシによって成し遂げられる。
【０００９】
　内腔ブラシは、何十年か前に最初の軟性内視鏡が出現して以来、ほとんど変化していな
い。唯一の最近の変化は、高圧滅菌可能で、かつ、使い捨てのモデルの導入であった。再
使用可能な内腔ブラシは、一般に、長さが２メートルを超え、かつ、ステンレス鋼製線か
らなる細い軟性軸を有している。ブラシ部分は、一端部において、または、その近くで軸
から半径方向に伸張しているナイロン・ブリストルで構成されている。この装置は、細長
い瓶ブラシの一般的な外観を有している。このようなブラシの製造および材料コストは、
好ましくなく高い。
【００１０】
　内視鏡の清掃に関与する医療関係者達は、内腔を手でブラシするのに必要な時間、すな
わち、生検および吸引チャネルのそれぞれの長さに沿って、少なくとも３サイクルのブラ
ッシング・アップおよびダウンを行うのに必要な時間について不満を抱くことが多い。ブ
ラッシングの合計距離が３６メートルになることは珍しくはない。次の検査に器具が緊急
に必要な場合は、この清掃プロセスのステップを短縮しなければならず、その結果、交差
感染関連のリスクが明らかになることが多い。さらに、各ブラッシング・サイクル中に、
ブラシの先端が内視鏡の遠位端部から出現する時、可視的な汚染物が、職員によって手で
除去されることが予想される。このプロセスの際、この遠位端部が浸漬されていない場合
は、ブリストルが内腔から出現する時、生物学的な廃棄物をあらゆる方向にはじき飛ばし
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、その結果、他の可能的な交差感染および労働安全衛生（Ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎａｌ　Ｈ
ｅａｌｔｈ　ａｎｄ　Ｓａｆｅｔｙ）上のリスクを引き起こす。
【００１１】
　現在使用されているブラシの他の欠点としては、鋼製ブラシが、内視鏡の部分を磨り減
らす傾向があること等がある。ブリストルは、内腔内で折れることがあり、そのことに気
が付かない場合は、患者に対する傷害が起こる場合がある。加えて、本発明者等は、これ
らの長い内腔内の汚染物は、主として、液体または細かな微粒子であるため、細い軟性ブ
リトスルは、液体汚染物を簡単に通過し、ほとんどそれを除去しないことを発見した。し
たがって、ブラッシングの有効性は、現在まで過大評価されてきた。
【００１２】
　拳銃の銃身、炉の煙道、オイルラインのパイプなどの細長い穴を清掃するためのブラシ
に代わる各種の装置が提案されてきた。しかしながら、今日まで、これらの装置は、一般
に、さまざまな理由によって、内視鏡を清掃する問題には適用できなかった。すなわち、
第一に、清掃すべき孔の構造物の材料が、内視鏡のそれらとは大きく異なっていること、
第二に、大部分の孔は、一般にそれらと関連する他の敏感な器具を有しておらず、汚染物
は、関連する労働安全衛生上のリスクを有していないこと、第三に、孔の清掃結果の有効
性は、一般に、内視鏡の場合と比べて重要度が非常に低いこと、第四に、一般に、内視鏡
の清掃装置の場合のような使い捨て性に対する要求がないこと、および最後に、しかし、
決して軽んずべきでないことは、ブラシ以外の以前の装置は、特定の直径の孔を清掃する
ようにされていたが、内視鏡では、清掃すべき孔は互いに直径が大きく異なる、すなわち
、内視鏡は複数の多寸法の孔を有している場合が多いこと、である。
【００１３】
　本発明者等は、特許文献１において、特に内視鏡を清掃するようにされているプルスル
ー装置を記述した。この装置は、内視鏡の孔より小さい直径の完全に円周方向のトレーリ
ング部材を含んでおり、これは、汚染物を孔壁に一様に分散させるよう機能して、酵素消
化を促進するものであった。それぞれの異なる孔直径に対しては、異なる装置が必要であ
る。特許文献２（その内容は、ここで、参照により組み込まれている）は、特許文献１で
記述されているようなプルスルーの製造方法を記述している。
【００１４】
　現在まで、使い捨てのブラシは、依然として、内視鏡の内腔を清掃するための好適な方
法であった。ブラシは、直径が大幅に異なる複数の内腔の孔、例えば、吸引チャネル孔と
生検チャネル孔とを清掃することができる唯一の装置であった。単一の装置で内視鏡の二
つの孔を清掃する能力を有することは、それぞれ単一の指定された孔の直径に対してしか
使用できない二つの装置の使用に比べて、処分のコストが半減することになる。しかしな
がら使い捨てのブラシは、依然として、前述の大きな欠点、すなわち、製造および材料の
コストが高い、内視鏡を損傷する恐れがある、労働衛生の大きなリスクをユーザーに及ぼ
す、使用の際、複数のパスを必要とする（これは時間が掛かり、かつ、高価である）、お
よび有効性が疑わしい、という欠点が有る。
【００１５】
　本明細書全体を通じて、いかなる先行技術の説明も、そのような先行技術が、 周知で
あるか、あるいはこの分野の共通の一般常識の一部を成していることを認容したものと、
いかなる点においても、考えるべきではない。
【特許文献１】ＰＣＴ／ＡＵ／９９／００６６９（Ｋｒｉｔｚｌｅｒ）
【特許文献２】ＵＳ６，８８９，４０２（Ｇａｌａｎｔａｉ）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の目的は、内視鏡を清掃する際に使用するための改良された装置を提供すること
であり、より詳しくは、異なる直径の内視鏡の内腔を清掃するのに適した使い捨ての装置
であって、先行技術の上述の欠点のうちの少なくともいくつかを回避または改善する装置
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を提供することである。本発明の好適な実施形態の目的は、単一の内視鏡の吸引チャネル
の内腔および生検チャネルの内腔の両方を清掃する（ここで「シングル・ユース（単回使
用）」とみなす単一の内視鏡の複数の孔を清掃する）のに有用な改良された手段を提供す
ることである。本発明の好適な実施形態のさらなる目的は、ブラシによって複数のパスで
成し遂げられる軟性内視鏡における清掃の有効性よりもより高い清掃の有効性をワンパス
で提供することであり、また、ブラシよりもより安価、より安全で、かつ、使用するのが
より効果的な内視鏡清掃手段を提供することである。本発明のさらなる目的は、本発明の
装置の使用によって、内視鏡の内腔を清掃するための改良された方法を提供することであ
る。
【００１７】
　明細書および特許請求の範囲の全体を通じて、文脈で明瞭に別様の解釈が要求されてい
る場合を除き、用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」
、などは、排他的な、あるいは、徹底的なという意味とは反対の、包含的なという意味、
すなわち、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）がそれらに限定されない（ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｌ
ｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」という意味で解釈すべきである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、第一の態様により、内視鏡の内腔を清掃するための、かつ、使用後の処分が
意図された装置であって、該内腔は、第一の内径を有しており、前記装置は、細長部材、
該部材と一体的に成形された弾性的に変形可能なエラストマー材料から形成されたワイパ
ーを含み、該細長部材は、該ワイパーを内腔軸方向に駆動する際に使用されるようにされ
ており、その際、該ワイパーは、軸方向に隣接したところから該内腔の壁に隣接したとこ
ろまで略内腔半径方向平面内に配向されたままであり、該内腔内での変形の前の該ワイパ
ーは、前記内腔の内径より大きい直径寸法を有しており、該内腔内で使用の際の該ワイパ
ーは、該内腔の壁において、または、その近くでトレーリング方向に曲がるよう弾性的に
変形可能であり、該ワイパーの周辺マージンは、３６０度の円弧に亘って伸張しているバ
ンドにおいて該壁に接触する装置を提供する。
【００１９】
　好適には、細長部材は、モノフィラメントであり、内視鏡の内腔に挿入され、かつ、該
内腔を貫通して、プルスルーとして機能し、かつ、その内腔の軸方向に該ワイパーを引く
（または押す）ことができる。また、好適には、複数のワイパーが有り、これらは、互い
に他から軸方向に離間している。ワイパー（単数または複数）は、望ましくは、略ディス
ク様の形状のものであり、かつ、モノフィラメントと一端部において、または、その近く
で一体的に成形されており、かつ、ディスクの中心を貫通するモノフィラメントを有して
いる。「ワイパーは、略内腔半径方向平面内に配向されたままである」と言えば、ワイパ
ーは、ほぼその平面内で伸張しており、かつ、一般的な意味で、軸方向に垂直な平面に近
いことを意味する。いかなる形状精度も意図しておらず、かつ、ワイパー面は、好適な実
施形態では、平面ではない。最大のチャネルＩＤ（例えば、４.０ｍｍ）を有する内視鏡
の場合は、ワイパーは、４.０ｍｍより大きい直径、例えば、５.２ｍｍを有している。
【００２０】
　本発明の好適な実施形態では、第一の態様による装置において、ワイパーは、内腔の壁
に隣接した半径方向に外側の部分よりも、内腔の軸に隣接した半径方向に内側の部分の方
が、剛性がより高い。
【００２１】
　この特定の好適な実施形態では、ワイパー（またはワイパー群（複数のワイパーが有る
場合））は、半径方向に一様な剛性のものではない。これは、好適な実施形態では、モノ
フィラメントに隣接したところから外周に向けて、軸方向の厚さをテーパとして減らすこ
とによって、成し遂げられる。したがって、内腔における変形の前のワイパーのリーディ
ング面は、ごく僅かに円錐形または円錐台形（ｆｒｕｓｔｒｏｃｏｎｉｃａｌ）である。
厚さのテーパ状の減少は、モノフィラメントを内腔を通して引いた時、ワイパーの外側の
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マージンが、例えば、４ｍｍの内腔の壁において、または、それに隣接したところでトレ
ーリング方向に曲がるのを容易にし、かつ、装置を異なる直径の内腔で使用するのを容易
にする。それはまた、内腔の内径の大部分に亘って、移動の方向に略垂直なワイパーのリ
ーディング面を維持する。５.２ｍｍのワイパー直径を有する装置は、例えば、内径２.８
ｍｍの内腔においても、内径４.０ｍｍの内腔におけるのと同様に効果的であるが、後者
の場合、ワイパー（ブレード）は、フィラメントにより近い半径のところでトレーリング
方向に曲がり、より広いマージンが、変形して、トレーリング方向に伸張する。
【００２２】
　第一の態様による装置は、例えば、唯一つの孔を有する内視鏡の単一の孔を、処分前に
清掃するのにも使用できることが理解されよう。
【００２３】
　本発明は、第二の態様により、第一の内径を有する内視鏡の第一の内腔と、第二の内径
を有する内視鏡の第二の内腔との両方を清掃するのに適した装置において、該第一の内径
は、該第二の内径と異なり、前記装置は、細長部材、該部材と一体的に成形された弾性的
に変形可能なエラストマー材料から形成されたワイパーを含み、該細長部材は、該ワイパ
ーを該第一の内腔の内腔軸方向に駆動する際に使用されるようにされており、その際、該
ワイパーは、軸方向に隣接したところから該内腔の壁に隣接したところまで略第一の内腔
半径方向平面内に配向されたままであり、該内腔内での変形の前の該ワイパーは、前記第
一の内腔の内径より大きい直径寸法を有しており、それにより、該内腔内で使用の際の該
ワイパーは、該第一の内腔の壁において、または、その近くでトレーリング方向に曲がる
よう弾性的に変形可能であり、したがって、該ワイパーの周辺マージンは、３６０度の円
弧に亘って、該第一の内腔の壁のバンドに接触し、かつ、該細長部材はさらに、該ワイパ
ーを該第二の内腔の内腔軸方向に駆動する際に使用されるようにされており、その際、該
ワイパーは、軸方向に隣接したところから該内腔の壁に隣接したところまで略第二の内腔
半径方向平面内に配向されたままであり、該内腔内での変形の前の該ワイパーは、前記第
二の内腔の内径より大きい直径寸法を有しており、それにより、該内腔内で使用の際の該
ワイパーは、該第二の内腔の壁において、または、その近くでトレーリング方向に曲がる
よう弾性的に変形可能であり、該ワイパーの周辺マージンは、３６０度の円弧に亘って、
該第二の内腔の壁のバンドに接触する装置を提供する。
【００２４】
　例として述べるが、第二の態様による実施形態は、直径２.４ｍｍの吸引用内腔を有す
る軟性内視鏡を清掃する際のシングル・ユースに加えて、直径４.００ｍｍを有する内視
鏡の生検チャネルの内腔を清掃する場合のシングル・ユースも意図したものである。この
例では、生検チャネルの内腔は、吸引チャネルの直径より、直径が４３％大きい。このよ
うな内視鏡を清掃するための実施形態のワイパーは、５.２ｍｍの直径を有し、かつ、弾
性的に変形して、両チャネルを処分前にふき取り可能である。
【００２５】
　望ましくは、ワイパーは、第一の内腔の壁に隣接した半径方向に外側の部分よりも、第
一の内腔の軸に隣接した半径方向に内側の部分の方が、剛性がより高い。この場合には、
ワイパーの半径方向の寸法における剛性の変化は、ワイパーの直径とワイパー材料の軟性
との組合せで選択され、最大が最小より最高５０％まで大きい内腔の孔の範囲が、清掃可
能である。好適な実施形態では、ワイパーは、熱可塑性エラストマーで作られており、フ
ィラメントに隣接したところで約０.５５ｍｍの厚さを有しており、かつ、その周囲にお
いては、約０.３５ｍｍの厚さまでテーパが付いている。このテーパにより、ワイパーの
剛性は、その中心における軸からワイパーの周囲に向かって、半径方向の距離が増大する
につれて、減少する結果となる。
【００２６】
　本発明は、第三の態様により、内視鏡の内腔を清掃するためのシングル・ユース装置で
あって、前記装置は、細長部材、該部材と一体の複数のワイパーを有する単一成形体を含
み、該細長部材は、該ワイパーを内腔軸方向に駆動するようにされており、その際、該ワ
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イパーは、リーディング面が、略内腔半径方向に伸張している状態で、配向されたままで
あり、該ワイパーは、軸方向に離間しており、かつ、弾性的に変形可能なエラストマー材
料で作られており、かつ、該内腔の壁において、または、その近くでトレーリング方向に
曲がるよう弾性的に変形可能であり、該リーディング・ワイパーの周辺マージンは、３６
０度の円弧に亘って伸張しているバンドにおいて該壁に接触し、該ワイパーは、該内腔の
壁に隣接したところより該細長部材により近いところで剛性がより高く、該エラストマー
材料は、該内腔の壁に隣接したところで十分に軟性が有り、予め決められた量の細片が、
該ワイパーのリーディング・エッジに対して溜まっていると、そのエッジは、十分に変形
して、細片が、該壁とワイパー（ブレード）との間を通過して、下流のワイパーによって
掃引されるシングル・ユース装置を提供する。
【００２７】
　好適には、５～９個の円形ブレードが有り、より好ましくは、６～８個の円形ブレード
が有り、かつ、これらは、軟性軸の一端部に、または、その近くに配置されている。望ま
しくは、円形ブレードから離れた該軸の端部において、または、その近くに、掴みを容易
にするためのループ、球または同様の装置であって、半径方向の直径が最も狭い内腔より
小さな装置が、設けられている。
【００２８】
　本発明は、第四の態様により、内視鏡を清掃する方法において、（１）第一または第二
の態様による装置の軟性軸を内視鏡の吸引ポートに貫通させる工程と、（２）該軟性軸の
遠位端部を掴み、かつ、それを、近位端部が吸引弁から出現するまで引く工程と、（３）
前記軸を前記内視鏡の生検チャネルに貫通させる工程と、（４）該軟性軸の遠位端部を掴
み、かつ、それを、近位端部が生検チャネルの他端部から出現するまで引く工程と、を含
む方法を提供する。
【００２９】
　本発明は、第五の態様により、軟性内視鏡の生検チャネル内腔および吸引チャネル内腔
の両方を清掃するのに、かつ、使用後の処分に適した装置であって、前記装置は、少なく
とも一つのワイパー、該ワイパーを、使用の際には内腔軸方向と対応するフィラメント軸
方向に引きまたは押すようにされたモノフィラメントを含み、該ワイパーは、該部材と一
体的に成形され、かつ、弾性的に変形可能な熱可塑性エラストマーで作られており、使用
前の該ワイパーは、該モノフィラメント上でセンタリングされたディスク様の形態のもの
であり、かつ、前記内腔のうちのいずれかの内径より大きな直径寸法を有しており、該ワ
イパーは、該ワイパーの周囲に隣接した半径方向に外側の部分よりも、該モノフィラメン
トに隣接した半径方向に内側の部分が、軸方向により厚く、それにより、使用の際、内腔
に引かれる時の該ワイパーは、弾性的に変形して、該内腔の壁において、または、その近
くで、トレーリング方向に曲がり、かつ、３６０度の円弧に亘って伸張しているバンドに
おいて、該壁に接触する装置を提供する。
【００３０】
　本発明は、第六の態様により、内視鏡の内腔をその必要に応じて清掃する方法であって
、該内腔は、内腔の直径を有し、該方法は、細長軸および前記軸に取り付けられた少なく
とも一つの横行ディスク部材を含む装置を前記内腔に貫通させる工程を含み、該横行ディ
スク部材は、該内腔の直径より大きな横行ディスク部材直径を有し、前記横行ディスク部
材は、弾性的にバイアスされており、かつ、該内腔の３６０度の円弧に接触し、かつ、該
装置を該内腔に貫通させることで、該内腔の壁から汚染物（存在する場合）を実質的に除
去する方法を提供する。
【００３１】
　好ましくは、内腔は、断面が円形であり、横行ディスク部材も、対応する断面が円形と
なろう。しかしながら、当業者には、内腔および横行ディスク部材は、調和する（ｋｅｙ
ｅｄ）構成とすることができることが理解されよう。
【００３２】
　ここで、いくつかの特定の実施形態を引用して、本発明をより具体的に、ただし例とし
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てのみ、説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　図１を参照すると、軟性内視鏡１が、断面で概略的に示してある。内視鏡１は、約２メ
ートルの長さを有しており、かつ、遠位端部３から生検ポート４まで伸張している生検内
腔２を備えている。吸引内腔５は、吸引ポート６から、制御ヘッド８における吸引弁７を
介して、遠位端部３と連通し、生検ポート４と遠位端部３との間の領域において、外被部
９内で、生検チャネルと平行に伸張している。記述した例では、生検チャネルは、２.８
ｍｍの直径を有し、かつ、吸引チャネルは、４.０ｍｍの直径を有している。
【００３４】
　図２を参照すると、内腔の壁１０を含む内腔の円筒状部分が示されており、これは、内
腔の円筒軸に対応する内腔軸方向１１を規定している。円筒状内腔はまた、軸方向１１に
垂直な１２などの内腔半径方向も規定している。軸上の一点から伸張している任意の二つ
の半径方向は、共に、半径が軸と交差している該点の周りに３６０度伸張し、かつ、その
点からの半径を含む平面を規定している。軸方向と直角に交差する平面は、ここでは、「
内腔半径方向平面」と呼ぶ。
【００３５】
　図３は、内腔に挿入する前の、本発明による第一の実施形態の一部分を、アイソメトリ
ック図で、かつ、縮尺を無視して示す。この装置は、図１を参照して説明した軟性内視鏡
などの、軟性内視鏡の生検チャネルおよび吸引チャネルの両方を清掃するためのプルスル
ーである。ここで使用する用語「プルスルー」は、（状況が許す場合は）「プッシュスル
ー」装置も含んでいる。図３では、モノフィラメント１５に成形された複数の略ディスク
形のワイパー１６が有り、ワイパーは、フィラメント軸方向に離間しており、また、各ワ
イパー１６のディスクは、モノフィラメント上でセンタリングされており、かつ、モノフ
ィラメントの軸から半径方向に伸張しており、すなわち、ワイパーは、フィラメント軸に
対して略直角に伸張している。図３の実施形態では、ワイパー１６が６個有る。ワイパー
１６は、射出成形され、かつ、円筒ハブ部１７によってフィラメントに取り付けられ、該
円筒ハブ部は、成形された質量体の一部をなし、かつ、成形中、熱可塑性的にフィラメン
トと一体化される。この構成は、図４に端面立面図で示してある。この例のモノフィラメ
ント１５は、１ｍｍの直径を有しており、この実施形態では、ハブ部１７は、約１.４ｍ
ｍの直径を有しており、ワイパー１６は、５.２ｍｍの最大直径を有している。図５は、
図１の部分を側面立面図で示している。この例のモノフィラメントは、プルスルーの軸方
向１８を規定する。図５で示したように、ワイパー１６は、６個有る。ワイパーは、略デ
ィスク形であるが、円筒あるいは環状ではなく、ハブ部１７に隣接した部分よりも、ディ
スク周囲１９における部分の方が、軸方向の幅が狭い。図５の拡大挿入図でより明瞭に示
したように、本実施形態では、ワイパーは、ハブ部に隣接した厚さ「Ｗ１」から半径方向
で最も外側のワイパー・エッジにおける厚さ「Ｗ２」まで、滑らかに先細りしている。本
例では、Ｗ１は、約０.５５ｍｍであり、一方、Ｗ２は、０.３５ｍｍである。
【００３６】
　図示の実施形態では、ディスクは、中心において約２.８ｍｍの距離で、軸方向に離間
され、リーディングの３個のワイパー１６とトレーリングの３個のワイパー１６との間の
間隔は、幾分より大きい。
【００３７】
　モノフィラメントは、望ましくは、十分剛性を高くして、内視鏡の内腔を貫通できるよ
うにし、かつ、十分長くして、内腔を通過でき、かつ、出現する端部で掴まれるようにす
る。出現する端部における掴みは、望ましくは、ワイパー１６から離れた端部において、
ビード、握り、ループ、などを成形することによって補助する。好ましくは、モノフィラ
メントは、ポリプロピレンであり、略直線であり、かつ、いかなる以前のスプール・メモ
リーまたはコイル・メモリーもなく、かつ、一様な円形断面のものである。モノフィラメ
ントは、用途に適した十分に高い引張強さ、および成形されたワイパーとの接着に適した
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融点を有していなければならない。
【００３８】
　ワイパー１６は、弾性的に変形可能な材料（本実施形態では、ＳＡＮＴＯＰＲＥＮＥTM

エラストマー）で作られている。このエラストマーは、十分に剛性が高く、装置が内腔に
挿入されていない場合は、ワイパーは、モノフィラメントの軸に垂直に伸張している。し
かしながら、この熱可塑性は、変形可能であり、モノフィラメントを、図６で概略的に示
した大きな直径の内腔に貫通させた時、ワイパーは、内腔の壁において、あるいは、その
近くで（好ましくはモノフィラメント軸の近くで）トレーリング方向に曲がる。選択され
た重合体は、成形中に、モノフィラメントまたは他の細長部材と接着するのに適した融点
を有していなければならず、使用の際、壊れたり裂けたりしないだけの十分な強さを有し
ていなければならず、必要なトレーリング方向の形状に曲がれるほど十分な軟性または変
形性を有していなければならず、内腔内に閉じ込められていない時は半径方向に伸張して
おり、また、リーディング・エッジに対する圧力が、閾値を超える時以外は、内腔の壁に
係合しているほど十分な弾性を有しているが、内腔半径の大部分に亘って、半径方向に向
いたリーディング面を維持できないほど柔軟であるべきではない。
【００３９】
　本例で使用されているＳＡＮＴＯＰＲＥＮＥTMは、優れた化学的安定性、低い圧縮永久
ひずみ、良好な耐クリープ性、良好な寸法安定性を有しており、かつ、リサイクル可能な
材料である。ＳＡＮＴＯＰＲＥＮＥTMの特性は、下記のとおりである。
【００４０】
公称デュロメータ硬度：６４（ＡＳＴＭ　Ｄ２２４）；（Ａスケール、０.１２０ｉｎ ）
公称密度：０.９７　ｓｐ　ｇｒ　２３/２３°Ｃ （ＡＳＴＭ　Ｄ７９２）
引張永久歪み：１０％（ＡＳＴＭ　Ｄ４１２）
１００％引張応力：流れ直角方向（Ａｃｒｏｓｓ　ｆｌｏｗ）：３８０ｐｓｉ（ＡＳＴＭ
　Ｄ４１２）
破断時（Ｂｒｅａｋ　Ｅｌａｓｔ）の引張強さ（７３(Ｆ）：流れ直角方向：１０１０ｐ
ｓｉ（ＡＳＴＭ　Ｄ４１２）
破断時の伸び率：流れ直角方向：４５０.０％（ＡＳＴＭ　Ｄ４１２）
圧縮永久ひずみ（７３(Ｆ、１６８時間）：２３％（ＡＳＴＭ　Ｄ３９５）
圧縮永久ひずみ（２１２(Ｆ、１６８時間）：３２％
【００４１】
　これは、ここで述べる実施形態に使用したが、記述した条件を満足する他のエラストマ
ーも使用できる。
【００４２】
　図６を参照すると、内腔に挿入する前の図３の実施形態が、軸方向断面で示してある（
図６（ａ））。図示のとおり、ワイパーは、内腔の内径より大きい直径を有し、そのリー
ディング面は、略半径方向に伸張しているが、そのテーパのゆえに、周縁部に向かってト
レーリング方向にやや傾斜している。同様に、トレーリング面は、この例では、周縁部に
向かってリーディング方向にテーパが付いている。この装置は、内腔への挿入後の場合も
示してあり、モノフィラメント１５を内腔に貫通させ、ワイパーが内腔の孔に引き込まれ
ている（図６（ｂ）参照）。モノフィラメント１５は、使用の際、引くことまたは押すこ
とのいずれかによって、ワイパー１６を内腔軸方向に駆動するようにした細長部材である
。ワイパー１６は、成形されたハブ部１７を介して細長部材と、すなわち、この例では、
モノフィラメントと、一体的に成形されたワイパーである。ワイパー１６は、そのリーデ
ィング面２０が、略半径方向に伸張して、配向されたままである。すなわち、半径方向に
最も内部の、かつ、内腔の軸に近い上流の面の部分は、略半径方向平面内で伸張している
。ワイパー１６は、弾性的に変形可能なエラストマー材料で作られており、図６（ａ）で
示したように、内腔の内径より大きい寸法を有している。ワイパー１６は、半径方向に内
側の部分、すなわち、ハブ部１７により近い部分が、半径方向に外側の部分よりも、軸方
向により厚いため、半径方向に内側の部分の剛性がより高く、中心線の近くでは、周囲近
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くほどには、容易に曲がらない。しかしながら、ワイパーは、半径方向に外方に伸張する
につれて、より薄くなり、ハブ部の近くよりもワイパーがより薄い内腔の壁の近くでは、
ワイパーが内腔内に駆動されると、トレーリング方向に向かって曲がる。ブレード１６の
周辺部分は、管壁の３６０度の円弧の周りに伸張しているバンドに亘って内腔の内壁と弾
性的に係合し、ワイパーが内腔に亘って駆動される時、ほぼその配置に留まる。内腔内の
液体および固体細片は、リーディング・ワイパー（単数または複数）によって、前方に押
される。細片を前方に押すのに必要な力が、大きくなりすぎると、ワイパーのエッジは、
弾性的に変形し、過剰分は、リーディング・ワイパー・エッジと内腔の壁との間を通過し
て、そのワイパーと下流の次のワイパーとの間の空洞に入ることが可能となる。エッジは
、次いで、幅「Ｗ」（図６（ｂ））または「ｗ」（図６（ｃ））のバンドに亘って内腔の
壁と弾性的に再係合し、各場合において、バンドは、３６０度の円弧に亘って、円周方向
に伸張する。
【００４３】
　図６（ｃ）に示すように、装置が、より小さい直径の内腔を通って引かれる場合は、ワ
イパーは、内腔の壁に近い個所で、すなわち、図６（ｂ）で示した場合よりもハブ部によ
り近い個所で、トレーリング方向に曲がる。しかしながら、ワイパーは、モノフィラメン
ト軸に対して、略直角に配向されたままである、すなわち、リーディング面は、略内腔半
径方向平面内に伸張しており、半径方向に内側の部分において、リーディング面は、略内
腔半径方向に伸張している。
【００４４】
　ラボテストを行なったが、その際、透明な２.８ｍｍの内視鏡の内腔を用い、これを血
液で満たし、排出させ、次いで、下記の手段により清掃した。すなわち、（１）再使用可
能な内腔ブラシ、（２）ＰＥＮＴＡＸブランドのブラシ、（３）英国で購入した使い捨て
の内腔ツールであって、プルスルー・コードから外方に突出するブレードを有し、各ブレ
ードは、弓形のエッジを有し、ブレードは、離間しており、どのブレードも３６０度は伸
張していないが、清掃が３６０度に亘って行なわれるようブレード同士がオーバーラップ
しているもの、（４）シングル・ユースのブラシ、および（５）図１～５を参照して説明
した本発明の実施形態による装置、により清掃を行なった。装置１～４は、シングル・パ
スで使用した時、管は、可視的に汚染されたままであった（図８、９、１０、１１参照）
。さらにブラシのブリストルが、血液層を通って、実質的に再配置することなく移動する
のが観察できた。また、それは、装置（３）でも生じたが、その程度はより少なかった。
本発明による装置の場合は、内腔は、ワンパスでほぼ清浄となるのが分かった（写真１２
）。同様の結果が、４ｍｍの内腔を用いて得られた（図１３～１５参照）。ワイパー・バ
ンドの接触が、効果的であることが分かった。さらに、リーディング・ワイパー・エッジ
でビルドアップが生じた場合、あるいは、より大きな細片に遭遇した場合、ワイパーは、
エッジで変形して、ビルドアップし、または細片がワイパーと壁との間を通過して、物質
が、ワイパーと次のトレーリング・ワイパーとの間の空間にまで、効果的に通過すること
が分かった。この物質は、次いで、その次のワイパーによって移動した。
【００４５】
　下記のように定量試験を行なった。
【００４６】
　さまざまな清掃装置のそれぞれについて、２.８ｍｍのテフロン（登録商標）軟性内視
鏡の内腔に対し、また、４.０ｍｍのテフロン（登録商標）軟性内視鏡の内腔に対しても
、試験を行った。
【００４７】
　それぞれの場合において、清浄な乾いた内腔を秤量し、かつ、少量の血液を注射器で加
えた。
【００４８】
　血液の追加後、内腔を直ちに再秤量し、かつ、追加した血液の重量を記録した。
【００４９】
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　清掃後内腔に残った血液の重量を内腔に導入された合計量で除して、除去分のパーセン
テージを確定し、この数字を記録した。
【００５０】
表１　２.８ｍｍの内腔
【表１】

【００５１】
表２　４.０ｍｍの内腔
【表２】

【００５２】
　当業者は、本明細書の教示に基づき、かつ、既知の射出成形技術を用いて、本発明によ
る装置を製造することができよう。
【００５３】
　細長部材の直径および形状は、ワイパーの形状が変更可能であるのと同様、変更可能で
あることが理解されよう。ワイパーは、ディスク形にする必要はなく、また、あるものは
、例えば、３個または４個の半径方向のアームによってハブ部に取り付けた環状ワイパー
にすることができよう。ワイパーは、他の手段、例えば、バットレスを補強または成形す
ることによって、あるいは、半径方向に内側の部分に剛性がより高い材料を、および周囲
近くにより変形可能な材料を用いることによって、ハブ部に隣接した部分の剛性を高める
ことができよう。ワイパーの数およびそれらの場所は、変更可能である。ＳＡＮＴＯＰＲ
ＥＮＥTMの代わりに、他の重合体エラストマー、例えば、ＤＯＷＬＥＸTM、またはＥＮＧ
ＡＧＥTMを用いてワイパーを成形することができる。本発明は、ここで開示された内容を
逸脱することなしに、他の形態で、かつ、他の材料を用いて実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】内視鏡の概略図
【図２】用語を説明するのに有用な概略図
【図３】本発明の第一の実施形態の一部分を等尺度で概略的に示す図
【図４】図３の実施形態の端部の立面図
【図５】図３の実施形態の側部の立面図
【図６】本発明による装置の実施形態を概略的に示す図であり、（ａ）は内視鏡の内腔の
外側、（ｂ）は大きな直径の内腔の内側、（ｃ）は（ｂ）の直径より小さな直径の内腔の
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内側を示す。
【図７】（ａ）シングル・ユース・ブラシ、（ｂ）ブラシで清掃する前の２.８ｍｍの内
腔、（ｃ）清掃後の（ｂ）の内腔、を示す写真
【図８】（ａ） ＰＥＮＴＡＸブランドのブラシ、（ｂ）ブラシで清掃する前の２.８ｍｍ
の内腔、（ｃ）清掃後の（ｂ）の内腔、を示す写真
【図９】（ａ）３６０度に亘って伸張していないブレードを有する使い捨ての内腔ツール
、（ｂ）ブラシで清掃する前の２.８ｍｍの内腔、（ｃ）（ａ）のツールによる清掃後の
（ｂ）の内腔、を示す写真
【図１０】（ａ）シングル・ユース・ブラシ、（ｂ）ブラシで清掃する前の２.８ｍｍの
内腔、（ｃ）（ａ）のブラシによる清掃後の（ｂ）の内腔、を示す写真
【図１１】（ａ）清掃前の２.８ｍｍの内腔、（ｂ）図１～５を参照して説明した本発明
の実施形態で清掃後の（ａ）の内腔、を示す写真
【図１２】再使用可能な内腔ブラシで清掃した後の４ｍｍの内腔を示す写真
【図１３】シングル・ユース内腔ブラシで清掃した後の４ｍｍの内腔を示す写真
【図１４】本発明の実施形態で清掃した後の４ｍｍの内腔を示す写真（図９の装置は、２
.８ｍｍの内腔用に設計し、したがって、４ｍｍの内腔を清掃することはできなかった）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７（ａ）ａｎｄ（ｂ）】

【図７（ｃ）】

【図８（ａ）ａｎｄ（ｂ）】

【図８（ｃ）】

【図９（ａ）ａｎｄ（ｂ）】

【図９（ｃ）】

【図１０（ａ）ＡＮＤ（ｂ）】

【図１０（ｃ）】
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【図１１（ａ）】

【図１１（ｂ）】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年4月30日(2007.4.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の内腔を清掃するための、かつ、使用後の処分が意図された装置であって、該内
腔は、第一の内径を有しており、前記装置は、細長部材、該部材と一体的に成形された弾
性的に変形可能なエラストマー材料から形成されたワイパーを含み、該細長部材は、該ワ
イパーを内腔軸方向に駆動する際に使用されるようにされており、その際、該ワイパーは
、軸方向に隣接したところから該内腔の壁に隣接したところまで略内腔半径方向平面内に
配向されたままであり、該内腔内での変形の前の該ワイパーは、前記内腔の内径より大き
い直径寸法を有しており、該内腔内で使用の際の該ワイパーは、該内腔の壁において、ま
たは、その近くでトレーリング方向に曲がるよう弾性的に変形可能であり、該ワイパーの
周辺マージンは、３６０度の円弧に亘って伸張しているバンドにおいて該壁に接触し、該
ワイパー（単数または複数）は、略ディスク様の形状のものであり、かつ、モノフィラメ
ントと、一端部において、または、その近くにおいて一体的に成形され、かつ、該モノフ
ィラメントが該ディスクの中心を通過している装置。
【請求項２】
　該細長部材は、モノフィラメントであり、内視鏡の内腔に挿入され、かつ、該内腔を貫
通して、プルスルーとして機能し、かつ、該内腔の軸方向に該ワイパーを引くこと、およ
び（または）押すことができる、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　互いに他から軸方向に離間している複数のワイパーが有る、請求項１または２記載の装
置。
【請求項４】
　該ワイパーは、該内腔の壁に隣接した半径方向に外側の部分より、該内腔の軸に隣接し
た半径方向に内側の部分の方が、剛性がより高い、請求項１～３のうちのいずれか一項に
記載の装置。
【請求項５】
　該ワイパー（単数または複数）は、半径方向において、剛性が一様ではない、請求項１
～４のうちのいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　該ワイパー（単数または複数）は、モノフィラメントに隣接したところから外周に向け
て、軸方向の厚さをテーパとして減らすことによって、半径方向において、剛性が一様で
はない、請求項５記載の装置。
【請求項７】
　該内腔内での変形の前の該ワイパーのリーディング面は、ごく僅かに円錐形または円錐
台形（ｆｒｕｓｔｒｏｃｏｎｉｃａｌ）である、請求項６記載の装置。
【請求項８】
　テーパによる厚さの減少は、該モノフィラメントが、該内腔を通して引かれる時、該ワ
イパーの外側のマージンが、該内腔の壁において、または、それに隣接したところにおい
て、トレーリング方向に曲がることを容易にし、かつ、異なる直径の内腔における該装置
の使用を容易にする、請求項６または７記載の装置。
【請求項９】
　テーパによる厚さの減少は、該内腔の内径の大部分に亘って、移動の方向に略垂直な該
ワイパーのリーディング面を維持する、請求項８記載の装置。
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【請求項１０】
　第一の内径を有する内視鏡の第一の内腔と、第二の内径を有する内視鏡の第二の内腔と
の両方を清掃するための装置において、該第一の内径は、該第二の内径と異なり、前記装
置は、細長部材、該部材と一体的に成形された弾性的に変形可能なエラストマー材料から
形成されたワイパーを含み、該細長部材は、該ワイパーを該第一の内腔の内腔軸方向に駆
動する際に使用されるようにされており、その際、該ワイパーは、軸方向に隣接したとこ
ろから該内腔の壁に隣接したところまで略第一の内腔半径方向平面内に配向されたままで
あり、該内腔内での変形の前の該ワイパーは、前記第一の内径より大きい直径寸法を有し
ており、それにより、該内腔内で使用の際の該ワイパーは、該第一の内腔の壁において、
または、その近くでトレーリング方向に曲がるよう弾性的に変形可能であり、該ワイパー
の周辺マージンは、３６０度の円弧に亘って、該第一の内腔の壁のバンドに接触し、該細
長部材はさらに、該ワイパーを該第二の内腔の内腔軸方向に駆動する際に使用されるよう
にされており、その際、該ワイパーは、軸方向に隣接したところから該内腔の壁に隣接し
たところまで略第二の内腔半径方向平面内に配向されたままであり、該内腔内での変形の
前の該ワイパーは、前記第二の内径より大きい直径寸法を有しており、それにより、該内
腔内で使用の際の該ワイパーは、該第二の内腔の壁において、または、その近くでトレー
リング方向に曲がるよう弾性的に変形可能であり、該ワイパーの周辺マージンは、３６０
度の円弧に亘って、該第二の内腔の壁のバンドに接触する装置。
【請求項１１】
　該ワイパーは、該第一の内腔の壁に隣接した半径方向に外側の部分より、該第一の内腔
の軸に隣接した半径方向に内側の部分の方が、剛性がより高い、請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　該ワイパーの半径方向の寸法における剛性の変化は、該ワイパーの直径と該ワイパー材
料の軟性との組合せで選択され、最大が最小より５０％まで大きい内腔の孔の範囲が、清
掃可能である、請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　該ワイパーは、熱可塑性エラストマーで作られている、請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　内視鏡の内腔を清掃するためのシングル・ユース装置であって、前記装置は、細長部材
、該部材と一体の複数のワイパーを有する単一成形体を含み、該細長部材は、該ワイパー
を内腔軸方向に駆動するようにされており、その際、該ワイパーは、リーディング面が略
内腔半径方向に伸張している状態で、配向されたままであり、該ワイパーは、軸方向に離
間しており、かつ、弾性的に変形可能なエラストマー材料で作られており、かつ、該内腔
の壁において、または、その近くでトレーリング方向に曲がるよう弾性的に変形可能であ
り、リーディング・ワイパーの周辺マージンは、３６０度の円弧に亘って伸張しているバ
ンドにおいて該壁に接触し、該ワイパーは、該内腔の壁に隣接したところより該細長部材
により近いところで剛性がより高く、該エラストマー材料は、該内腔の壁に隣接したとこ
ろで十分に軟性が有り、予め決められた量の細片が、該ワイパーのリーディング・エッジ
に対して溜まっていると、該エッジは、十分に変形して、細片が、該壁とワイパー（ブレ
ード）との間を通過して、下流のワイパーによって掃引されるシングル・ユース装置。
【請求項１５】
　５～９個の円形ブレードが有る、請求項１４記載の装置。
【請求項１６】
　該軟性軸の一端部に、または、その近くに６～８個のブレードが配置されている、請求
項１５記載の装置。
【請求項１７】
　該円形ブレードから離れた該軸の端部において、または、その近くに、掴みを容易にす
るための、半径方向の直径が最も狭い内腔より小さなループ、球または同様の装置を含む
、請求項１４～１６のうちのいずれか一項に記載の装置。
【請求項１８】
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　軟性内視鏡の生検チャネル内腔および吸引チャネル内腔の両方を清掃するのに、かつ、
使用後の処分に適した装置であって、前記装置は、少なくとも一つのワイパー、該ワイパ
ーを、使用の際には内腔軸方向と対応するフィラメント軸方向に引きまたは押すようにさ
れたモノフィラメントを含み、該ワイパーは、該部材と一体的に成形され、かつ、弾性的
に変形可能な熱可塑性エラストマーで作られており、使用前の該ワイパーは、該モノフィ
ラメント上でセンタリングされたディスク様の形態であり、かつ、前記内腔のうちのいず
れかの内径より大きな直径寸法を有しており、該ワイパーは、該ワイパーの周囲に隣接し
た半径方向に外側の部分よりも、該モノフィラメントに隣接した半径方向に内側の部分が
、軸方向により厚く、それにより、使用の際、内腔へ引かれる時の該ワイパーは、弾性的
に変形して、該内腔の壁において、または、その近くで、トレーリング方向に曲がり、か
つ、３６０度の円弧に亘って伸張しているバンドにおいて該壁に接触する装置。
【請求項１９】
　内視鏡を清掃する方法において、（１）請求項１～１８のうちのいずれか一項による装
置の軟性軸を内視鏡の吸引ポートに貫通させる工程と、（２）該軟性軸の遠位端部を掴み
、かつ、それを、近位端部が吸引弁から出現するまで引く工程と、（３）前記軸を前記内
視鏡の生検チャネルに貫通させる工程と、（４）該軟性軸の遠位端部を掴み、かつ、それ
を、近位端部が生検チャネルの他端部から出現するまで引く工程と、を含む方法。
【請求項２０】
　内視鏡の内腔をその必要に応じて清掃する方法であって、該内腔は、内腔の直径を有し
、該方法は、細長軸および前記軸に取り付けられた少なくとも一つの横行ディスク部材を
含む装置を前記内腔に貫通させる工程を含み、該横行ディスク部材は、該内腔の直径より
大きな横行ディスク部材直径を有し、前記横行ディスク部材は、弾性的にバイアスされて
おり、かつ、該内腔の３６０度の円弧に接触し、該装置を該内腔に貫通させることで、該
内腔の壁から存在する汚染物を実質的に除去する方法。
【請求項２１】
　該内腔は、断面が円形であり、該横行ディスク部材は、対応する断面が円形である、請
求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　該内腔および横行ディスク部材は、調和する（ｋｅｙｅｄ）構成である、請求項２１記
載の方法。
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